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生活サポートサービス 付

〒700-8660　岡山市北区幸町8-22  三井住友海上岡山ビル４F　Tel:086-225-0583

三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 岡山支店

三井住友海上火災保険株式会社　岡山支店 岡山第二支社

東京海上日動火災保険株式会社
Chubb損害保険株式会社

〒700-8660　岡山市北区幸町8-22  三井住友海上岡山ビル５F　Tel:086-221-2576

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人   日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結
しています。 引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人　日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことが
できます。
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自転車保険加入義務化対応

タブレットの
破損等の

賠償事故を補償

岡山県
自転車保険
加入義務化に対応
すべてのプランに
付帯されています。

これなら

毎日が安心です

偶然な事故に対応！
携行品に損害等が生じた
場合に補償します。

承認年月：2025年1月

「チャットサポートなどの各種サービス」
https://www.ms-ins.com/contact/cc/ こ ちら から ア ク セ ス で き ま す。

生徒本人のPC・さまざまな
ケガを

24時間補償
休日や放課後のケガも
補償されます。

引受幹事保険会社

代理店・扱者

引受非幹事保険会社

24 時間 365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」

0120-258-189（無料）

保険金の請求に関するお問い合わせ 三井住友海上火災保険株式会社　関西傷害疾病第二保険金お支払いセンター
 TEL 06-6229-2628 月曜日から金曜日（祝日除く）　9：00～17：00

こ連絡の際は、「岡山県高等学校PTA連合会の学生・こども総合保険に加入しています」
という旨をお申し出ください。

事 故 は い ち 早く

保険料は
別途お振込が
必要です
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岡山県高等学校PTA連合会
会長　竹原 和志

ご入学おめでとうこざいます

　お子様のご入学、おめでとうございます。
　さて、県高P連では「生徒総合補償制度」をご案内しております。この制度は「学校内を含
む24時間の傷害補償」や「他人へ危害を与えた場合の賠償責任補償」「扶養者の不慮の事故
に備えた育英費用」等、生徒を様々な危険から守る保険制度で、平成6年度に発足し31年目に
なります。県高P連のスケールメリットを活かした団体割引が適用され県教育委員会からも御
紹介いただいているところでこざいます。
　高校生を取り巻く環境は多様化・複雑化してきており、万が一の場合の備えとして、この機
会に是非加入をご検討くださいますようご案内申し上げます。

生徒総合補償制度の特長

過去3年間（令和3.9.1～令和6.8.31) で多くの方にこ利用いただいています。

・３年間の事故支払件数 ………… 600件

・お支払いした保険金 … 18,364,111円

く事故内容の内訳＞
ケガによる入院、通院の受付が全体の約80％を占めて
います

くお支払い保険金の内訳＞
ケガによる入院、通院のお支払いが全体の約54％を占め
ています。

携行品損害補償

生徒の不慮の事故によるケガなどを24時間365日補償します。
● 通学途上（自転車、徒歩、バス、電車等） のケガ
● 体育授業中やクラブ活動中のケガ
● 学校外での日常生活（こ家庭内、
　スポーツやレジャー中等）でのケガ
● 食中毒になったとき（国内外を問いません。）（C型を除く）

保険金請求時には修理見積等の提出が必要です

（日本国内・海外とも補償）（C型を除く）
外出中に盗難・破損・火災などの偶然的な事故により生徒本人の
携行品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

【損害額から自己負担額（免責）１事故3,000円】を差し引いた金額です。

過去３年間の利用実績

さまざまなケガなどを補償

育英費用
生徒の扶養者が事故によるケガで死亡または重度後遺障害となった場合、育英費用保険金額を一時金
でお支払いします。（国内外を問いません。）

賠償責任
生徒およびこ家族が過って他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり
するなどして、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。

（日本国内の事故については示談交渉サービス付）
授業中、部活動中等のいわゆる学校管理下の事故の場合、学校の管理責任を問われるケース
が多いと考えられます。本補償で対象となるのは生徒が法律上の賠償責任を負った部分のみ
となりますのでこ注意ください。

※賠償額の決定には引受保険会社の事前の承認が必要です。
※こ家族も被保険者となります。被保険者の範囲は７ページ「契約概要のこ説明」をこ参照ください。

男子小学生（11才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性（62才）と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。（神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決）

自転車事故でも高額賠償判決が出ています！　 9,521万円の賠償判決

手続きは２ステップでとっても簡単！

※ご加入のプラン内容により
補償される項目が異なります。こんなときにお役に立ちます。

裁判
事例

お支払い保険金割合事故受付件数割合

傷害入院
11.6％

傷害通院 42.8％

傷害入院 
4.8％

傷害通院 78.6％

賠償 45.1％

賠償
15.0％

携行品 1.6％ 携行品 0.5％

タブレットゃ眼鏡
制服も補償

自転車で通行人に
ケガをさせた

※携行品損害補償はR６年４月始期のご契約より新たに補償を追加しております。

※

学校内での
ケガ

スポーツによるケガ
熱中症に

なったとき

食中毒に
なったとき

歩行中に自動車に
はねられてのケガ

　スマートフォンからお申込み 　所定の口座へ保険料をお振込み

※携行品損害保険金の損害額は、１個、１組または１対のものについて10万円が限度となります。
　また、「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。詳細は５・９ページをご確認ください。

（C型を除く）
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（S～Cの中からお選びください）

タブレットや 
眼鏡・制服  

　 も補償　　　

保険期間／2025年4月23日午前0時～ 2028年3月31日 午後4時

生活サポートサービス 付　　　P 14

1,000円 1,000円
125.6万円 102.7万円

50万円 30万円

24,000円 18,000円

2,000円 2,000円

36,000円45,000円

15万円20万円

3,000円4,000円

140.5万円

100万円

2,000円
152.7万円

200万円
5,000万円 5,000万円1億円2億円

2,500円

10万円

※上記「生徒総合補償（S～C）」は職種級別A（学生等）の保険料です。学生の方が職業に就かれている場合は、保険料が異なることがありますので、代理店・扱者
　または引受保険会社までお問い合わせください。

自転車搭乗中の転倒や衝突などによる
ケガのほか、日常生活におけるさまざま
なケガ（部活動中の
ケガ、自転車以外の
交通事故など）も
補償します。

●入院中の手術は、 上記入院保険金日額の10倍       ●入院中以外の手術は、上記入院保険金日額の5倍

セット
プレミアムプラン！

学校から貸与されたタブレット等も補償
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SS AA BB CC

天災危険補償特約

熱中症危険補償特約

細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約

生徒の扶養者が事故によるケガで死亡または重度後遺障害となった場合、育英費用
保険金額を一時金でお支払いします。

育英費用

保険料・維持費合計一括払（ご卒業までの３年間）

一括払保険料
制度維持費【３年分】

44,700円
300円

35,700円
300円

23,700円
300円

17,700円
300円

※携行品損害保険金の損害額は、１個、１組または１対のものに
　ついて10万円が限度となります。　また、「補償対象外となる主な
　『携行品』」を除きます。詳細は５・９ページをご確認ください。

※後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・
　後遺障害保険金額の100％～4％をお支払いします。　
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発生した場合。

携行品損害補償特約
の保険の対象の追加
に関する特約セット
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育英費用 扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発
生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後
遺障害※の状態になられた場合

［育英費用保険金額の全額］
（注１）育英費用を補償する保険を複数（引受保険会社、他の保険会

社を問いません。）ご契約の場合、育英費用保険金のお支払
額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となりま
す。

（注２）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や引受
保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補
償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険
金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ
い。

　保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※

　闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
　自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等のを使用しての運転中のケガ
　脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
　妊娠、出産、早産または流産によるケガ
　引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
　戦争、その他の変乱※暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。）
　地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ（天災危険補償特約をセットする場合はお支払対象となります。）
　核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
　入浴中の溺水※（ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。）
　原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）によって発生した肺炎

など

＜「保険金をお支払いする場合」①～③に共通の事由＞

保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害

被保険者の職務遂行（アルバイトおよびインターンシップを除きます。）に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任）

被保険者の使用人（家事使用人を除きます。）が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任

被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任

心神喪失に起因する損害賠償責任

被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任

自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。）、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因す
る損害賠償責任

戦争、その他の変乱※、暴動による損害

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害

核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

＜「保険金をお支払いする場合」①、②に適用される事由＞

他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

＜「保険金をお支払いする場合」③に適用される事由＞

闘争行為、自殺行為または犯罪行為による補償対象受託物の損害

自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害

公権力の行使（差押え・没収・破壊等）による補償対象受託物の損害

補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発

偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故（故障等）による損害

自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による補償対象受託物の損害

風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵（じん）その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害

引き渡し後に発見された補償対象受託物の損壊による損害賠償責任

補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任（収益減少等）

通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任

別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など
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S型・A型・B型・C

S型・A型・B

S型・A型・B
・育英費用保険金

５～９

５～９

５～９

６・８・９

３・４

この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を
負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける
方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会加盟高校の単位ＰＴＡに所属する会員のご家族である生徒、かつ、保険期間の末日において
満 22 才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方（入学等手続を終えた方を含みます｡）に限ります。（＊）

①大学　②大学院　③短期大学　④高等学校（中等教育学校の後期課程含む）　⑤高等専門学校　⑥特別支援学校　
⑦専修学校（専門課程、高等課程、一般課程）　⑧各種学校　⑨専門職大学　⑩専門職短期大学
ただし、⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。

被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。
①被保険者の親権者であること（被保険者が成年である場合を除きます。）
②被保険者と同居していること（下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。）
③被保険者の属する世帯の生計を維持していること

加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方（本人）

①本人、②親権者およびその他の法定監督義務者、③配偶者、④本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族（６親等内
の血族および３親等内の姻族）、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。なお、①から⑤までの方が責任無
能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（責任無能力者の６親等内
の血族、配偶者および３親等内の姻族に限ります。）を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
（注）同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実
態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。

●扶養者として
　指定できる方

被保険者の
範囲

●被保険者として
　ご加入いただける方

対象となる学校教育法に
定める学校

下記以外

賠償責任
保険金
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保険期間

未経過期間

満期日始期日 解約日

６・８・９

14



認知症・行方不明時の対応相談

13 14

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社（海
外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サー
ビスのご案内のために利用することがあります。

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
　損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
　自動車購入・車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（い
ずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。

○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出
機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等（海外にあるものを含む）
に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
（https://www.ms-ins.com）または引受保険会社のホームページをご覧ください。

１．この保険は岡山県高等学校PTA連合会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に
払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者
または被保険者がこ加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。

２．お申込人となれる方は岡山県高等学校PTA連合会加盟高校の単位PTAに所属する会員のご家族である生徒（入学等手続を終えた方を含みます。）の保護者に限ります。この
制度で被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、岡山県高等学校PTA連合会加盟高校の単位PTAに所属する会員のご家族である生徒の方（入学等手続を終えた方
を含みます。）です。

（注）入学等手続を終えた方とは、入学に必要な書類を提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める手続を完了した方をいいます。
３．この制度で扶養者となれる方は原則として被保険者の親権者（被保険者が成年である場合を除きます。）で、かつ、被保険者と同居し（被保険者の就学上の理由等で別

居している場合を含みます。）、被保険者の属する世帯の生計を維持している方とします。
４．ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
５．この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負

います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上火災保険株式会社（幹事会社）引受割合 54%　東京海上日動火災保険株式会社 引受割合 44%　Chubb損害保険株式会社 引受割合 2%

６．柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼（はり）・
灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

７．お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約に
ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。

８．保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのこ連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、
保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にこ連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引
受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

９．法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、
あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意くだ
さい。
く示談交渉サービス＞
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故（受託物の破損、紛失または盗取を除きます。）について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同
意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、
引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。また、日本国内において発生した賠償事故（受託物の破損、紛失また
は盗取を除きます。）で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
く示談交渉を行うことができない主な場合＞
〇１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らかに超える場合
〇相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
〇相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
〇被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

10．保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊１）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認（＊２）を終えて保
険金をお支払いします。（＊３）

（＊１）保険金請求に必要な書類は、「保険金のこ請求時にこ提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求
できない事情を示す書類をご提出いただきます。

（＊２）保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険
金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（＊３）必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、
日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款•特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およ
びその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

11．保険金のこ請求時にこ提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、車故受付後に引受保険会社が求める書類をこ提出いただき
ます。こ不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書　　・引受保険会社所定の同意書　　・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料（住民票、健康保険証（写）等）
・引受保険会社所定の診断書　　・診療状況申告書　　・公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書　　・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

12．代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、
引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代理請求人」といいます。詳細は（注）をご参照ください。）が保険金を
請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
また、本内容については、代理請求人となられる方にも必すご説明ください。

（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
　「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事屑がある場合
　「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の3親等内の親族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。



扶養者
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お手続きにあたって
◆商品内容の詳細は、本パンフレットに記載しております。お手元にご用意のうえ、お手続きをしてく
　ださい。
◆告知事項に該当するなど、スマホでのお手続きをご利用いただけない場合はお問い合せ先までご照会
　ください。　　
◆60分以上画面操作をしない状態が続くとタイムアウトになります。その場合は、もう一度最初からお
　手続をお願いします。
◆ブラウザの「戻る」はご利用になれません。画面上の「戻る」ボタンをご利用ください。 

◆操作方法等、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ご利用条件
●利用時間　7：00～26：30 
●推奨環境　iOS：iOS7,8用Safari
　　　　　　Android 4.4 ：Google Chrome/ Android 4.4搭載の標準ブラウザ
※パケット通信料はお客さまのご負担となります。

保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）　　　　保険金額（ご契約金額）
保険期間（保険のご契約期間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険料・保険料払込方法

皆さまがご確認ください。

　本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商
品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入
力いただいていることを確認させていただくためのものです。
　お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
　なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレッ卜記載の代理店・扱者また
は引受保険会社までお間合わせください。

保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご
説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。

「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

ネットお手続き画面への入力の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、ネットお手続き画面に正しくご入力いただきますようお願い申し上げます。
入力の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは入力をお願いいたします。

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

代理店・扱者：三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 岡山支店
086-221-2576

お問い合わせ

ネットお手続き画面の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご入力いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご入力ください。
※ご入力いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを

年令として取扱うことがあります。
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
ネットお手続き画面の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご入力いただいていますか?
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
ネットお手続き画面の「他の保険契約等」欄は正しくご入力されていますか?
※ご加入いただく保険商品のネットお手続き画面によっては、上記の欄がない場合があります。上記のう

ち欄がないものについてのご確認は不要となります。

2025年4月20日（日） 午後11時59分2025年4月20日（日） 午後11時59分

2025年4月23日 午前０時 から 2028年3月31日 午後4時 まで2025年4月23日 午前０時 から 2028年3月31日 午後4時 まで

詳しくは19～22ページをご参照ください

申込締切日・保険期間

スマホから

お申込手続き

スマホまたはタブレットよりアクセス
QRを読み込み、必要事項をご入力ください。

加入内容をご確認いただき、お手続きを完了ください。
※お手続きを完了後、ご指定のアドレスへ完了メールが届きます。

保険料のお支払い
払込み期日までに22ページに記載の銀行口座へ保険料をお支払いください。

お手続き完了
加入者証は補償期間終了まで大切に保管ください。

加入者証の送付
加入者証のお届けは令和７年６月下旬頃の予定です。
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スマホでこちらのＱＲコードからアクセスしてください。
※ＱＲコードの読取りには、ＱＲコードリーダー
　アプリのダウンロードが必要な場合があります。

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会学生こども総合保険

アクセスコード okapta2025 を
入力

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会学生こども総合保険

※画面は全てイメージです 学生・生徒等の情報を入力してください。
まずはスマホでお手続き画面にアクセス！

被保険者情報の入力

アクセスコードを入力2

4

新規手続きへＧＯ！3

岡山朝日 アサヒ
岡山操山 ソウザン
岡山操山中学 ソウザンチュウ
岡山大安寺中学後期 ダイアンジコウキ
岡山大安寺中学前期 ダイアンジゼンキ
岡山芳泉 ホウセン
岡山一宮 イチノミヤ
岡山工業 オカコウ
東岡山工業 トウコウ
岡山東商業 ヒガシショウ
岡山南 ミナミ
高松農業 タカノウ
岡山城東 ジョウトウ
関西 カンゼイ
岡山商大附属 ショウダイ
明誠学院 メイセイ
創志学園 ソウシ
岡山 オカヤマ
西大寺 サイダイジ
邑久 オク
備前緑陽 ビゼン
和気閑谷 ワケ
瀬戸 セト
瀬戸南 セトミナミ

学校名 略称 学校名 略称
岡山御津 ミツ
興陽 コウヨウ
玉野 タマノ
倉敷鷲羽 ワシュウ
玉野光南 コウナン
市立玉野商工 ショウコウ
市立倉敷翔南 ショウナン
倉敷青陵 セイリョウ
倉敷天城 アマキ
倉敷天城中学 アマキチュウ
倉敷南 クラシキミナミ
倉敷古城池 コジョウイケ
倉敷中央 クラチュウ
倉敷工業 クラコウ
水島工業 ミズコウ
倉敷商業 クラショウ
倉敷翠松 スイショウ
倉敷 クラシキ
玉島 タマシマ
玉島商業 タマショウ
鴨方 カモガタ
笠岡 カサオカ
笠岡工業 カサコウ
笠岡商業 カサショウ

学校名 略称
井原 イバラ
矢掛 ヤカゲ
金光学園中学 コンコウ
興譲館 コウジョウカン
総社 ソウジャ
高梁 タカハシ
高梁城南 ジョウナン
新見 ニイミ
総社南 ジャミナミ
方谷學舎（旧・高梁日新） ホウコク
共生 キョウセイ
津山 ツヤマ
津山中学 ツヤマチュウ
津山工業 ツヤマコウ
津山商業 ツヤマショウ
津山東 ツヤマヒガシ
真庭 マニワ
勝山 カツヤマ
勝山（蒜山校地） カツヤマヒルゼン
林野 ハヤシノ
勝間田 カツマダ
岡山県美作 ミマサカ

岡山朝日高校に通う、ミツイ ハナコさんの場合

各学校の略称は下の一覧表を参照してください。
学校名略称、姓、名の間にはスペースを入れてください。

アサヒ  ミツイ  ハナコ

入力例

各学校の略称 一覧表

各学校の略称

被保険者である学生・生徒の情報を下記の入力例の通りに
学校名略称、姓、名を全てカタカナで入力してください。
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お手続きの流れ



重要事項のご説明をご確認いただき、
申込人（ご本人）情報を入力してください。

【ご注意事項】
以下に該当する場合は、スマートフォンでの
お手続きをご利用いただくことができません。
P17「お問い合わせ」先までご照会ください。
〇「他の保険加入状況に関する告知」に“あり” 
〇「保険金請求歴に関するご確認」に“あり”
   とご回答の場合

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会学生こども総合保険

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会学生こども総合保険

岡山県高等学校ＰＴＡ連合会学生こども総合保険

Ｓセット Ａセット Ｂセット

Ｃセット

45,000円 36,000円 24,000円

18,000円

トップページの
ログイン画面で新規手続き時に指定した「ログインＩＤ」

「パスワード」を入力してください。

団体が指定する銀行口座へ保険料をお振込みしてください。

※恐れ入りますが振込手数料はご負担をお願いいたします。

ゆうちょ銀行　　一三九支店
当座 10792　  岡山県高等学校 PTA 連合会

払込期日 ４月20日（日）

◆申込人の情報
本手続のお申込を行う方（保護者等）の情報を入力してください。

（被保険者である学生本人が申込手続きをされる場合は、学生
ご本人の情報を入力してください。）

◆扶養者の情報
被保険者である学生・生徒の扶養者となる方の情報を入力して
ください。

◆被保険者（学生・生徒等）の情報
被保険者である学生・生徒の情報を入力してください。

ご指定のメールアドレスに手続き完了
メールをお送りします。

ご加入内容をご確認いただき、
お手続きを完了ください。

ご希望のログインID・パスワード
を入力してください。

申込人・扶養者・被保険者情報の入力6

ログインID・パスワードの入力7 入力内容を確認して確定8

手続き完了メールをお送りします9

を選択します。

保険料のお支払いについて

振込人名は、お申込手続時に
入力いただいた申込人のお名前と
必ず同一としてください。

手続き完了メールのドメインは「@ms-ins.com」で送信され
ます。迷惑メール設定の解除、または受信許可設定をしていた
だくようお願いいたします。

注

本パンフレットの３ページ～４ページ
をご覧になり、ご希望のセットを選択
ください。

補償内容の選択5
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お手続き内容の変更・取消


